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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、公正かつ効率的な経営に取り組むにあたり、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しています。そのため、経営の意思決定
の内容及び過程を明確にし、全ての利害関係者の意思や利益を適切に反映していくように努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1－2－4　議決権電子行使の環境、招集通知の英訳】

当社は株主総会を、質疑応答と施設見学を通して当社の経営の現状と取り組み状況について一般株主のご理解を得る場と考えており、出来るだ
け多くの株主様に対面で参加いただけることを望んでおりますことから、現時点で議決権の電子行使の環境を整えることは予定しておりません。

当社としては国の内外を問わず、株主数の拡大を望んでおりますが、当社株主全体に占める外国法人等の持株比率は現時点で2.47％と低い状
態にあります。また、最近のニューラルネットワークを利用した機械翻訳は目覚ましい進歩を遂げつつありますが、品質管理の点でまだ課題があ
り、招集通知の機械翻訳によって会社としての説明責任を全うできるかどうかは現時点でまだ不透明と考えています。これらの理由から現時点で
招集通知の英訳の予定はありません。

【補充原則4-1-3　最高経営責任者等の後継計画の監督】

現在、大株主2者の持ち株比率が合計85.02%であることから、取締役会が最終決定権を有することは妥当であり、プロセスの詳細な文書化や制度
化は特に必要ないと考えています。上場維持基準に適合するために現在取り組んでおります株式流動比率向上に伴って、今後必要が生じた場
合、後継計画の監督機能を整備を検討します。

【補充原則4-2-2　サステナビリティを巡る課題への取り組み】

中長期的な企業価値向上を目指す当社にとってサステナビリティを巡る課題への対応は経営の最重要課題と認識しております。当社は、従来か
ら日常業務および社内稟議決裁において経営陣がCSRの観点で適時状況を把握できるよう継続的なモニタンリングに取り組んでまいりましたが、
現在はその理念を発展させ、ESG（Environment, Social, Governance）投資、およびSDGs（Sustainable Development Goals）を通じた持続可能な成

長を目指しています。

人的資本については、これまで入社時教育や資格取得・検定試験受験の奨励、定期的個人面談を確実に実施するとともに、全体としての教育体
系の整備を進めてまいりました。当社は「人的資本の充実」が基本的に意味するところは、従業員一人一人が日々働き甲斐を感じながら成長して
いくことと考えています。中期経営計画「CiX 2027」実現のためにも、各人が自由闊達に創造的な議論・検討を行い、各グループが互いに協力し合

いながら、困難な課題に対して周到に準備し、果敢に挑戦する企業文化の創造が究極の目標であると考えます。今後は、その実現に向け、専門
チームの立ち上げなど、継続的、着実な実行・推進を担う組織・体制の整備を図ります。

【補充原則4-10-1　任意の仕組みの活用】

当社は、監査役会設置会社であるため、独立社外取締役を主要構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。また、独
立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、社内取締役も含めて取締役各人が自らの独立性を十分に自覚しています。経営陣幹
部・取締役の指名・選出(後継者計画を含む)においては十分な時間を確保したうえで審議を尽くす、透明性の高い社内プロセスを経て、株主総会
での決議によって定められています。また、役員の報酬等に関しましても経営状況を鑑み、社内決定しています。

上場維持基準に適合するために現在取り組んでおります株式流動比率向上に伴って将来、取締役会の独立性・客観性をさらに高める必要性が
生じた場合、新たな仕組みづくりを検討してまいります。

【補充原則4-11-3　取締役会全体の実効についての分析・評価と結果開示】

当社は、取締役会全体の実効性を高めるため、取締役会の数日前に議事次第および議事資料を取締役に配布し、取締役が事前に十分な時間的
余裕をもって議事内容について検討し、取締役会においてより深い議論が出来るよう配慮しています。

また、取締役会全体の実効性を高めるための新たな試みとして、取締役と経営陣が事業環境の変化や当社が直面する課題についてコミュニケー
ションを深める場を設定しました。具体的には、中期経営計画「CiX 2027」の成長戦略ごとに実行・推進を担う経営陣から成る、複数のワーキング

グループを編成するとともに、これらワーキンググループと取締役会メンバーが進捗の確認や課題の深掘りを議論する会議を2025年1月から定例
的に開催しています。

また、デジタルトランスフォーメーション（DX）の動きや「資本コストを意識した経営」への要請といった社会・経済の潮流に対して取締役会が実効あ
る議論・意思決定が出来るよう、各取締役が備えるべきスキル・専門性を定義するなど、当社として最も適切なスキルマトリクスの形成に努めてま
いります。

【補充原則5-2-1　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は2024年12月25日付で中期経営計画「CiX 2027」を開示しました。上述の「CiX 2027」の成長戦略ごとの詳細具体的な取り組みなどを中心

に、今後も引き続いて経営戦略、経営計画の開示に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】



【原則1-4　政策保有株式】

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、業務提携または持続的な成長と

企業価値の向上に資する取引の維持・強化など、事業戦略上の必要性が認められる場合、政策保有を行

う場合があります。その場合、保有の合理性及び個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証については、定期的に保有先企業の
財政状況についてモニタリングしています。今後は個別銘柄ごとに、取引や事業提携等により、当社グループ事業に貢献しているか、当社出資先
の配当金・関連取引利益等の関連収益が目標資本コストを上回っているかなどについて検証してまいります。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

取締役、監査役及び主要株主等との取引についての有無・状況につきましては定期的に調査・把握を行い、重要な取引については取締役会に報
告することとしています。

【補充原則2-4-1　多様性の確保、人材育成方針と社内環境整備方針】　

当社は、多様性とは単に年齢や性別、人種にとどまらず、個人々々の経験や視点などの側面も広く包含する概念であり、従業員・役員の多様性、
すなわち一人ひとりが持つさまざまな側面を認識・尊重することによって当社に創造や革新をもたらすことが出来ると考えています。

このような考えの下、当社は性別・年齢・国籍に関わらず、人材の採用、昇進・昇格を行っています。特に、成長領域、新規事業領域においては、
当該分野での職業経験を有する人材の中途採用に積極的に努めております。また、歯科医院での歯科衛生士をはじめ、当社の顧客であるなど医
療系施設には女性が数多く就労していることから、顧客と同じ生活感覚を有する女性社員の採用・登用を積極的に進めており、女性社員比率は5
3.9％、女性管理職比率は28.6％となっています。執行役員４名のうち1名が女性です。

また、当社は近年、海外企業との取引が増加していることから、外国人（技能実習生を含む）の採用、外国人にとって働きやすい職場環境づくりに
も努めております。

今後も中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保・向上と整合のとれた人材育成方針の策定、社内環境整
備を着実に進めてまいります。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、確定拠出年金制度はございますが、企業年金制度は導入しておりません。

【原則3-1　情報開示の拡充】

金融商品取引法および会社法の規則、東京証券取引所が定めるルールに則った情報開示に加えて、投資家にとって有用と考えられるその他の
情報についても適時・適切かつ積極的に情報開示を行っています。

【補充原則3-1-3　サステナビリティへの取り組み】

サステナビリティの最重要事項である気候変動対策については、2050年カーボンユートラル実現に向け、事業者にも脱炭素経営への移行が求め
られ、上場企業による温暖化ガス排出量の開示が進んでいます。今後、大企業を中心に温暖化ガス排出量の開示義務化が見込まれる中、当社
も自社の温暖化ガス排出量（スコープ1およびスコープ2）の算定・開示に着手します。その後も、より正確な算定方法への改善、削減策の具体化と
実行、さらにはスコープ3への拡大についても取り組んでまいります。

当社の主たるお取引先様である医療系施設に対しては、太陽光や風力などの再生可能エネルギー100％で発電したCO2排出量がゼロの電気プ
ラン「Ciグリーン電気」や太陽光発電PPAサービスを行い、顧客の脱炭素経営への移行に貢献しております。

人的資本への投資については、今後当社が競争力を向上させるうえで、より重要性を増すと思われる知識や技能を特定し、リスキリングも含めた
教育体系の確立を進めてまいります。また、DXによるイノベーションも視野に入れ、知的財産への投資を積極的に進めてまいります。

【補充原則4-1-1　経営陣への委任の範囲】

当社は法令等に準拠した「取締役会規程」を制定し、取締役会で審議する事項の要件を定めております。その一方で、当社の業務執行に関する
各職位者の責任と権限を「職務権限規程」に定めております。そうした社内制度の枠組みの中、金額的には取締役会審議要件に該当しても、定型
的な支出、あるいは専門的知識を要し、かつ緊急性を要する支出（例えば 通販カタログの作成費用）については、一部担当役員の裁量に委ねて

おります。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所の基準に沿って判断し選任しております。

現在、独立社外取締役は2名の選出となっています。幅広い視野で市場や産業構造の中長期変化を見据え、会社の持続的成長に向けた経営戦
略について率直で建設的な発言を活発に行っています。また、社長を含む他の取締役とは適度な緊張感・距離感を保ちつつ、コミュニケーションを
図り、信頼関係を築いており、現時点で独立社外取締役の独立性判断基準の策定は必要ないと考えます。今後、社外取締役を増員する場合、新
たに策定することが必要かどうかを検討します。

【補充原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

現在、当社の取締役会は取締役7名、監査役3名で構成されています。このうち社外取締役は2名、社外監査役は2名となっています。

取締役会において実質的な議論を行うための取締役の人数としては現状の7名が適切であると判断しています。社外取締役及び社外監査役の選
任理由につきましては、株主総会招集通知書において開示しております。しかしながら今後の事業方針や目標とする事業規模を鑑みて、事業方
針や目標を達成するために議論の幅を広げていく必要が生じた場合、知識、経験、能力を備えた取締役候補及び社外取締役候補を追加で選任
することもありえます。

当社は、取締役各人が異なる経験や専門性から意見・提言を述べ、活発に議論することが取締役会の監督機能と意思決定機能の強化につなが
るものと考え、経営環境や事業特性等を十分に考慮し、取締役候補者を選定しております。招集通知（参考書類）に開示しております、取締役候
補者のスキル・マトリックスについて、引き続き見直してまいります。

【補充原則4-11-2】

取締役及び監査役の重要な兼職状況は、「事業報告」の中で毎年開示しています。

【補充原則4-14-2　取締役のトレーニング】

取締役及び監査役のトレーニングについては今後、当社の事業戦略を推進するうえで重要となる「資本コストを意識した経営に向けた会計・財務・
ファイアンス理論」、「デジタルトランスフォーメーションを巡る動向」について勉強会を実施してく予定です。

【原則5－1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社をより一層正確に、かつ深く理解していただく為に、株主を含むステークホルダーの皆さんには有益な会社情報について、適時に開示を行っ
てまいります。また、機関投資家との個別IRミーティングは、定期的に実施しています。　　　　　　　

当社の株主との対話等のIR活動は「広報・IR室」が担当しております。株主を含むステークホルダーの当社に対しまして理解と信頼を得るため、企
業情報を適時、適切に開示するよう努めております。このことを踏まえ、当社の株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みにつき



ましては【補充原則5-1-2】に記載いたします。

【補充原則5-1-2　株主との建設的な対話に関する方針】

(i)株主との対話全般、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣または取締役の指定について

　広報・IR室を主管する取締役である田島大輔が株主との対話全般を統括しております。

(ii)対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策

　当社は、広報・IR室において、情報の共有、IRの方向性検討、情報開示について検討し、社長以下取締役が参加する取締役会にて最終決定し
て、取組んでいます。

(iii)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

　当社は、年1回の株主総会で、会社説明会、施設事業所見学会等を実施しています。また、株主からの問い合わせ等につきましては随時、広
報・IR室で説明を実施しています。

(iv)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策

　対話により、把握された株主からの意見・懸念については、適宜に取締役会、経営戦略会議に報告し、関連部門との情報共有を行っています。

(v)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　当社では、「インサイダー取引管理規程」を制定し、啓蒙とインサイダー情報が発生した時の取扱いを規定しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

清水　清人 23,364,200 46.73

エア・ウォーター株式会社 19,146,900 38.29

井村　俊哉 2,371,500 4.74

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND（PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO） 475,771 0.95

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 334,000 0.67

JPモルガン証券株式会社 233,370 0.47

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 165,060 0.33

川村　孝士 140,500 0.28

中西　裕介 140,000 0.28

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 132,863 0.27

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

該当なし

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当なし

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

奥澤　明 他の会社の出身者

平野　茂樹 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



奥澤　明 ○ なし

上場会社の執行役員及び子会社の社長として
の豊富な経験と高い見識を有しており、これら
の経験と見識を活かし当社の業務執行におけ
る適正性に有用な指摘・提言を頂くことが期待
できることから、当社の社外取締役に選任して
おります。また、当社との間に利害関係はなく、
一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と
判断し、独立役員として指定しております。

平野　茂樹 ○ なし

上場会社の取締役及び海外子会社の会長とし
ての豊富な経験と高い見識を有しており、これ
らの経験と見識を活かし当社の業務執行にお
ける適正性に有用な指摘・提言を頂くことが期
待できることから、当社の社外取締役に選任し
ております。また、当社との間に利害関係はな
く、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者
と判断し、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人の監査手続、日程に関する監査計画について説明を受け意見交換しています。また、会計監査人より事業年度を通じて監
査の方法及びその結果について報告を受けています。

監査役は、内部監査部門による内部監査計画並びに監査・調査の結果について報告を受け、必要案件について意見交換しています。　　

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

園部　敏之 他の会社の出身者

本多　将吾 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者



f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

園部　敏之 ○ なし

金融機関における長年の経験と財務等に関す
る豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業
務執行における適正性に有用な指摘・提言を
頂き、監査機能を十分に発揮して頂ける期待
ができることから独立役員として指定しておりま
す。

本多　将吾 　 なし

当社のその他の関係会社でありますエア・
ウォーター株式会社の連結管理室長及び経営
企画室長を務め、財務会計並び経営企画等に
関する豊富な経験及び専門的な見地からの高
い見識を有しており、これらの経験と見識を当
社の監査に活かしていただけるものと判断し、
また、同社に対する依存度は低く、同社から過
大な影響を受けることはないことから一般株主
との利益相反が生じるおそれはないと判断して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

なし

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社では、役員報酬及び監査役報酬の総額をそれぞれ開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の開催に際して招集を決定する時点において、資料の事前配布および事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

当社の取締役会は７名の取締役で構成されております。

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整
備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催さ
れ、経営に関する重要事項を決定しております。

取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。

（２）監査役会

当社は監査役会設置会社であり、社外監査役２名を含む３名で構成されております。毎月１回監査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況
を確認しております。

監査役は、監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状
況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。

（３）会計監査人

当社は、アーク有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が監査を実施しております。2024年12月期において監査を執行した公認会計
士は藤本幸宏氏、橋本浩史氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士9名
その他8名であります。

（４）内部監査部門

内部監査については、内部監査部門である内部監査室は、当社グループにおける法令及び社内諸規則の遵守状況のほか、業務プロセスの適正
性と妥当性について定期的に監査を実施しております。また、内部監査室は、財務報告の信頼性と適正性を確保するための内部統制システムの
構築及び運用状況についての有効性の評価について、主管部門としての役割を果たしております。

また、監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換の機会を持ち、監査上の意見及び情報交換を行うことにより監査
の実効性を確保できる体制としております。

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の事業内容及び事業規模に鑑み、業務執行意思決定のスピード、監督、監査機能のバランスを効率的に発揮するべく、上記のような体制を
選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーの作成・公表を検討しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けに会社説明会を実施することを検討しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリストや機関投資家とのＩＲミーティング等を継続的に実施しております。

アナリストや機関投資家向けに、定期的に決算説明会を実施しております。ま
た、中期経営計画「CiX 2027」を策定し、2024年12月25日付で開示しておりま

す。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社Webサイト上にIR情報ページを設け、TDnetにおいて開示された情報や決
算情報、発行者情報、特定証券情報のほか、決算説明会資料等についても掲
載していく予定です。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・IR室にて対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、全てのステークホルダーに対する行動規範として「コンプライアンス規程」を定め、
全役員及び従業員に周知徹底しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

私たちは一企業市民として、お取引頂いている企業の方、医院様、そして患者様と同じく、
地域においても、喜んで頂ける存在であるよう努めその社会的責任を果たしていかなけれ
ばならないと考えています。2009年より始めた、県内保健施設及び市内の小・中学校への
マスク配布、地域公共施設へのAED提供並びに地域自治会へのオーラルケア商品等の配
布は、このような思いから毎年実施しており、また地域の小さな一歩ではありますが従業員
一人一人が地域の皆様の健康を守り、より安心して暮らしていける環境づくりに繋げていき
たいと考えております。

2023年10月2日竣工しました新本社ロジスティクスセンター（石川県能美市）におきまして、
保管能力並びに出荷能力が大幅に増強されることにより、出荷体制の安定化及び迅速化
と併せて、物流の2024年問題の解消に向けて貢献してまいります。また、同センターには
災害時用のヘリポートを設置しており、地元の能美市とは2023年10月2日付で災害時にお
ける避難所としての施設利用に関する協定書並びに物資供給に関する協定書を締結して
おります。災害時には周辺地域の災害対応拠点としての役割を担うことと併せて、周辺地
域への生活必要物資の供給拠点としての役割も担ってまいります。

その他の社会貢献活動については、今後検討すべき事項であると考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、全てのステークホルダーに対して、適時に企業情報を提供することが重要である
と認識しており、ホームページ及び適時開示を通じて、適切な情報開示に努めて参ります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関しては、内部監査部門である内部監査室が主管部門としての役割を果たしております。内部監査室は、財務報告の信頼性
と適正性を確保するための内部統制システムの構築及び運用状況についての有効性の評価をおこない、取締役会へ定期的に報告する体制と
なっております。

なお、監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換の機会を持ち、内部統制上の意見及び情報交換を行うことによ
り、内部統制システムの実効性を確保できる体制としております。

当社は2017年4月18日開催の取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。概要は次のとおりであります。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正性を確保するために、以下のとおり体制を整備する。

１．当社の役員及び従業員の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

(1) 当社は、法令・定款及び社会規範を遵守する為の「企業行動指針」「社員行動指針」を制定し、全

社に周知・徹底する。

(2) 当社は、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、社長を推進責任者とし取締役会で当社の

コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。

(3) 当社のコンプライアンス担当者は、当社の役員、従業員に対し、コンプライアンスに関する教育・

研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。



(4) 当社は、「内部通報制度運用規程」を設け、当社の従業員が、問題の早期発見・未然防止を図り、

適切かつ迅速に対応する。

(5) 当社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には

断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当社は、これに基づき、毅然とした態度で臨むものと

する。

２．当社の取締役の職務の遂行に関わる情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の遂行に関わる情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保管及び

管理を行う。

(2) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。

３．当社の損失における危険の管理に関する規定その他の体制

(1) 当社は「リスクマネジメント管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリス

クに対応する部署または組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。

(2) 当社は、リスク管理委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制

の強化を図る。

(3) 当社は、危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機

に対して適切かつ迅速に対処する。

４．当社の取締役等の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

　　当社は、その規模や業態等に応じて、必要により、以下の経営管理システムを用いて、取締役等の

職務の執行の効率化を図る。

(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役の業務執行機能を分離する。

(2) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」および「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任

の明確化を図る。

(3) 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

５．当社における業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。

(2) 内部監査担当は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

６．当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項および当該従業員の当社の取締役から
の独立性ならびに当社の監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 当社は、監査役・監査役会の職務を補助する監査役会事務局を置き、同事務局に属する従業員は、

専ら監査役・監査役会の指示に従って、その職務を補助する。

(2) 当社の監査役・監査役会は、その職務の必要に応じて、経営管理部および内部監査担当の従業員

を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができる。（以下、（1）

の従業員と合わせて監査職務補助者という。）

(3) 当社の取締役は、監査職務補助者に対して、監査役・監査役会の指揮命令に従うことを指示する

とともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を遂行することができるように、その

者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならない。

(4) 監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当

社の取締役はあらかじめ監査役会あるいはその者を監査職務補助者に指名した監査役に相談する

ことを要する。

(5) 当社の取締役は、上記（1）ないし（4）の具体的な運用の細目を監査役会と協議して定め、各項

目の内容と合わせて当社内に公表することを要する。

７．当社の取締役等および従業員が監査役会に報告するための体制その他監査役会への報告に関する体

制

(1) 当社の取締役等は、当社に関する以下に例示する事項等を監査役会に報告する。

ただし、常勤監査役あるいはその指名を受けた監査役が出席した会議等については、この報告

を省略することができる。

① 経営会議で審議された重要な事項

② 業務報告会等で報告された重要な事項

③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

④ 内部監査に関する重要な事項

⑤ 重大な法令・定款違反に関する事項

⑥ その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項

(2) 当社の取締役等および従業員は、上記（1）の③、⑤および⑥に関する重要な事実を発見した場合

は、第１項（4）の内部通報運用規程に定められた連絡窓口に通報する、もしくは監査役に直接報

告できるものとする。

(3) 上記（2）に基づき報告を行った取締役等および従業員が、当該報告を行ったことを理由として、

不利な取扱いを受けることを禁じるものとする。

８．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(1) 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法３８８条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用ま

たは債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(2) 監査役が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除

き、その費用を負担する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。



(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専

門家の意見を聴取することができる。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 信頼性のある財務報告の作成および内部統制が有効に機能するための体制を構築する。

(2) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、

財務報告に係る社内規程等の適切な整備および運用を行う。

(3) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・

評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。

(4）内部監査担当は、当社の財務報告に係る内部統制について監査を行い、是正や改善の必要があると

きには、当該主管部門及び被監査部門は、速やかにその対策を講ず。

11.反社会的勢力の排除に向けた体制

(1) 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないこ

とを基本方針とし、「反社会的勢力排除規程」を定め「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し当

社の役員、従業員に周知徹底する。

(2) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として

速やかに対処できる体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念のもと、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、被害を防止するため
に、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応しております。

(２) 反社会的勢排除に向けた整備状況

反社会的勢力による不当要求に備え、「反社会的勢力対応マニュアル」が定められており、反社会的勢力への対応ルールを整備しております。ま
た、取引先と締結する契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を一方的に解除できる旨の反社会的勢力排除
条項を盛り込んでおります。

さらに暴力追放運動推進センターの賛助会員になることで情報交換を密にし、反社会的勢力に関する情報の収集や管理を行っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社グループのコーポレート・ガバナンスの体制及び適時開示フローは、次のとおりです。




